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１　施策の大綱（政策の基本目標）

環境にやさしい安全・安心なまちづくり

２　基本施策名称

３　体系図 

５－１　良好な自然・生活環境の保全と循環型社会の形成

４　基本方針（基本施策がめざすまちづくりの方針）

　市民一人ひとりが環境に与える影響を認識し、奥州市のめぐみ豊かで良好な自然を守り育てる環境にやさしい
人づくりを進めます。併せて身近な住み良い生活環境を保全するために、個人や事業所への啓発や指導などによ
り、公害の防止に努めます。
　東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に伴い、市内に放出拡散された放射性物質が生活空間・経済活動などに
影響を与えていることから、市民の安全確保のために、生活環境における放射線量の測定や除染により発生した
除染土等の保管状況の監視を行います。　
　ごみをなるべく出さないためにどうしたらよいか、どういう社会であればよいかを、みんなで考え、知恵を出
し実行するまちづくりを進めます。
　地球温暖化を抑制するため、再生可能エネルギーの導入を進め、省エネルギー型の生活・産業活動への転換を
進めます。
  奥州市空家等対策計画に基づく空き家等の適切な管理の促進と利活用の推進を図ります。

５　現状と課題（基本施策に取り組むにあたり、踏まえるべき現況や解決すべき課題）
・奥州市環境基本計画の実効性を高めるために、奥州市環境市民会議を核として本計画を市民協働によって推し
進めていくことが必要です。また、このような市民組織への支援を行い、組織と協働で事業を展開していくこ
とが重要です。
・空き家対策については、所有者が死亡または不明な空き家が年々増加あるいは遠方に居住しているケースが多
く、適正管理に係る円滑な指導・助言が困難です。また、建設リサイクル法施行以降、空き家等の除却費用が
高騰したこと、所有者の負担が増大し、管理不適切な空き家の解消が進まない現状です。
・東京電力(株)福島第一原子力発電所事故に伴い放出・拡散された放射性物質に汚染された農林業系廃棄物は、
その大部分の処理を完了していますが、一部処分方法が未定となっている廃棄物については、現在も保管を継
続しています。また、道路側溝に堆積したままになっている土砂等は、雨水の排水が困難になり道路に流れ出
すとともに流れない地域では悪臭が発生する等、市民生活の支障となっていることから早期処理又は除去が求
められています。
・市内には、公害の原因となる可能性のある物質の取り扱いや作業工程を行う業種の事業者もあり、自助努力も
含めた環境保全対策が必要です。
・奥州市の一般廃棄物の排出量は、東日本大震災以降増加傾向にあり、資源物の回収量も平成18年度をピークに
減少傾向にあります。また、依然として廃棄物の不適正な処理による環境汚染の発生や将来的な鉱物資源の枯
渇が懸念されます。できる限りものは大切に、長く、繰り返し使うことや、使い終わったものについても、製
品の原料として使えるものは再利用して天然資源の使用量を極力控え、廃棄物の発生を抑制していくことが必
要です。
・環境や景観破壊につながる廃棄物の不法投棄は市内でも確認されています。ポイ捨ても含め、不法投棄は犯罪
であるという市民の意識啓発を図り、廃棄物の分別徹底や適正処理を行うことが必要です。
・世界規模の地球温暖化対策の機運の高まりに応じ、国は2030年度に温室効果ガス*を46％削減（対2013年度

比）を目指すことを表明しました。また、これに合わせ新しいエネルギー基本計画における電源構成では、現
行計画に対して、再生可能エネルギーが全電源に占める割合を大幅に引き上げ、同エネルギーの主力電源化を
目指しています。本市においても、地球温暖化対策として、適正な環境負荷の把握や防災など様々な視点を持
つつ、豊かな自然の保護とそこに内包された再生可能エネルギー資源の活用を進め、持続可能なまちづくりを
進めることが必要です。
・以前からエネルギー多消費型のライフスタイルからの脱却が求められていましたが、先の東日本大震災による
電力不足を契機に、省エネルギー型の生活・産業活動がますます求められています。

*　　太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働きがある、大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスのこと。

基本施策

基本施策の展開方向（施策）

良好な自然・生活環境の保全と
循環型社会の形成

公害防止・放射線対策の推進

ごみ減量化に向けた３Ｒの推進

自然環境保全対策と環境学習の推進

地球温暖化対策･再生可能エネルギー
活用の推進












